
保育の必要性認定に関する基準案取りまとめに当たっての附帯意見（案） 

※平成 26年１月 15日（水） 

子ども・子育て会議（第 11 回）、子ども・子育て会議基準検討部会（第 12回）合同会議 

政府は、子ども・子育て支援法に基づく保育の必要性の認定に関する基準案を対応

方針案に基づいて策定し、実施するに当たっては、以下の点に留意すること。 

○ 子育ての第一義的責任は保護者が有するものであり、保育も含めた子ども・子育

て支援は、単なる保護者の育児の肩代わりではなく、保護者が自己肯定感を持ちな

がら子育ての責任を果たし、子育ての権利を享受することが可能となるよう支援す

ることにより、子どもの健やかな成長を実現し、「子どもの最善の利益」が実現さ

れる社会を目指していくものである。このような観点を踏まえ、新たな基準に基づ

く保育の実施に当たっては、保護者が、その就労実態等に応じ、子どもの健全な育

成を図る観点から必要な範囲で利用できるようにすることが制度の趣旨であるこ

とを周知し、共通認識とすること。 

○ 子ども・保護者の置かれている環境に応じ、保護者の選択に基づき、多様な施設・

事業者から、良質かつ適切な教育・保育、子育て支援を総合的に提供する体制を確

保することが制度の趣旨であることにかんがみ、保育の必要性の認定の対象となり

得る子どもに対する幼稚園の預かり保育・一時預かりを含め、多様な提供手段が選

択肢として確保されるとともに、それぞれの提供手段に対する支援が適切に行われ

るようにすること。 

○ 保護者が子育ての喜びを実感しながら仕事を続けられる社会を作るためには、保

育をはじめとする子ども・子育て支援施策の充実のみならず、「働き方の改革」に

よる仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の双方を、いわば車の両輪と

して、早期に実現していくことが必要であり、柔軟な働き方に係る制度を利用しや

すい環境整備や、父親も子育てができる働き方の実現、事業主の取組の社会的評価

の推進などの施策を積極的に進めていくこと。 
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